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諮問第６号 

     

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 瀬戸 栄典 

住  所 登米市中田町 
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諮問第７号 

     

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 及川 さよ子 

住  所 登米市中田町 
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諮問第８号 

     

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 佐々木 裕見子 

住  所 登米市豊里町 
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諮問第９号 

     

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 阿部 直子 

住  所 登米市石越町 
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諮問第 10 号 

     

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて 

 

次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和24年法

律第139号）第６条第３項の規定に基づき、議会の意見を求める。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

氏  名 西條 邦彦 

住  所 登米市津山町 
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報告第 18 号 

     

令和５年度登米市健全化判断比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第３条第１項の

規定により、令和５年度決算に基づく登米市健全化判断比率を監査委員の意見を付けて

次のとおり報告する。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

                             （単位：％） 

健全化判断比率 令和５年度 早期健全化基準 

実質赤字比率 － １１．９８ 

連結実質赤字比率 － １６．９８ 

実質公債費比率 ９．０ ２５．０ 

将来負担比率 ６３．３ ３５０．０ 

備考 

１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、比率が算定されない 

ため「－」を記載している。 
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報告第 19 号 

     

令和５年度登米市資金不足比率の報告について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成19年法律第94号）第22条第１項の

規定により、令和５年度決算に基づく登米市資金不足比率を監査委員の意見を付けて

次のとおり報告する。 

 

 

令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

                            （単位：％） 

特別会計の名称 資金不足比率 

水道事業会計 － 

下水道事業会計 － 

病院事業会計 － 

老人保健施設事業会計 － 

宅地造成事業特別会計 － 

備考 

１ 「資金不足比率」欄において資金不足比率が算定されない場合は、 

「－」を記載している。 

２ 資金不足比率が 20％以上の場合は、経営健全化基準に該当する。 
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報告第 20 号 

 

令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第２号）に係る 

専決処分の報告について 

 

令和６年８月１日、令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第２号）について、

別紙のとおり専決処分したので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第２項の

規定により報告する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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専 決 処 分 書 

  

 令和６年度登米市一般会計補正予算（専決第２号）について、地方自治法（昭和 22

年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

 

 

  令和６年８月１日 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

（別冊） 
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報告第 21 号 

     

損害賠償の額を定め和解することに関する専決処分の報告 

について 

 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

 

   

  令和６年９月 10 日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

区分 専決処分年月日 事故の概要 
損害賠償額 

和 解 内 容 

交通事故 令和６年８月５日 令和６年６月 28 日、東北歴史

博物館駐車場内において、移動

研修を終えた利用者を乗せる

ため、乗合自動車を移動してい

た際、公用車左側前上部を身体

障がい者用駐車場屋根に接触

させ、相手方建築物に損害を与

えたもの 

77,066 円 

その余の請求を

放棄 
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報告第 22 号 

 

放棄した債権の報告について 

 

登米市債権管理条例（平成22年登米市条例第43号）第15条第１項の規定に基づき、

市の債権について、下記調書のとおり放棄したので、同条第２項の規定により報告す

る。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

債権放棄調書 

債権放棄年月日：令和６年３月 29 日 

債権の名称 債権放棄の事由 
令和５年度の放棄した債権 

備 考 
人数 件数 金額 

学校給食費 第１号該当 

（生活困窮） 
15 人 124 件 485,328 円 

民法の改正により、

令和元年度以前に

発生した債権は時

効２年、それ以降

に発生した債権は

時効５年 

 

合計人数のうち 

実人数は９人 

 平成 18 年度 １人 ８件 37,000 円 

平成 19 年度 １人 10 件 32,000 円 

平成 20 年度 １人 10 件 38,000 円 

平成 21 年度 1 人 12 件 54,000 円 

平成 22 年度 1 人 10 件 42,500 円 

平成 23 年度 1 人 12 件 52,128 円 

平成 24 年度 1 人 11 件 25,300 円 

平成 25 年度 1 人 12 件 45,600 円 

平成 27 年度 1 人 １件 3,800 円 

平成 28 年度 ２人 22 件 90,600 円 

平成 29 年度 ２人 ２件 7,600 円 

平成 30 年度 １人 10 件 38,000 円 

令和３年度 1 人 ４件 18,800 円 
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第２号該当 

（免責） 
３人 18 件 68,400 円 

 平成 29 年度 １人 ４件 15,200 円 

平成 30 年度 １人 11 件 41,800 円 

令和元年度 1 人 ３件 11,400 円 

第５号該当 

（行方不明） 
６人 36 件 143,500 円 

 

平成 16 年度 １人 ５件 18,000 円 

平成 19 年度 １人 ９件 34,200 円 

平成 20 年度 １人 16 件 65,000 円 

平成 21 年度 １人 ４件 18,000 円 

平成 27 年度 １人 １件 4,500 円 

令和元年度 １人 １件 3,800 円 

合   計 24 人 178 件 697,228 円  

 

債権放棄年月日：令和６年３月 31 日 

債権の名称 債権放棄の事由 
令和５年度の放棄した債権 

備 考 
人数 件数 金額 

水道料金 第２号該当 

（免責） 
５人 14 件 217,751 円 

民法の改正により、

令和元年度以前に

発生した債権は時

効２年、それ以降

に発生した債権は

時効５年 

 

合計人数のうち 

実人数は 21 人 

 平成 28 年度 １人 ５件 191,590 円 

令和３年度 ３人 ８件 24,874 円 

令和４年度 １人 １件 1,287 円 

第７号該当 

（徴収停止） 
21 人 62 件 106,884 円 

 平成 23 年度 １人 ４件 5,040 円 

平成 25 年度 ２人 ７件 8,820 円 

平成 26 年度 ６人 21 件 36,828 円 

平成 27 年度 ５人 13 件 30,996 円 

平成 28 年度 ５人 13 件 19,728 円 

平成 29 年度 １人 ２件 2,880 円 

平成 30 年度 １人 ２件 2,592 円 

合   計 26 人 76 件 324,635 円  
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債権放棄年月日：令和６年３月 31 日 

債権の名称 債権放棄の事由 
令和５年度の放棄した債権 

備 考 
人数 件数 金額 

病院事業 

使用料 

 

 

 

第５号該当 

（行方不明） 
４人 ４件 167,230 円 

時効３年 

 

合計人数のうち 

実人数は３人 

 平成 10 年度 １人 １件 153,500 円 

平成 24 年度 ２人 ２件 12,720 円 

令和元年度 １人 １件 1,010 円 

合   計 ４人 ４件 167,230 円  

 

債権放棄年月日：令和６年３月 31 日 

債権の名称 債権放棄の事由 
令和５年度の放棄した債権 

備 考 
人数 件数 金額 

医学生奨学

金等貸付金 

第２号該当 

（免責） 
３人 ７件 14,200,000 円 

時効 10 年 

 

合計人数のうち 

実人数１人 

 平成 22 年度 1 人 ４件 3,600,000 円 

平成 23 年度 １人 １件 3,600,000 円 

平成 24 年度 １人 ２件 7,000,000 円 

合   計 ３人 ７件 14,200,000 円  

 



- 18 - 

 

報告第 23 号 

 

公益財団法人登米文化振興財団の経営状況について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定により、公益財団法

人登米文化振興財団の経営状況を別冊のとおり報告する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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報告第 24 号 

 

株式会社いしこしの経営状況について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の３第２項の規定により、株式会社い

しこしの経営状況を別冊のとおり報告する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 



- 20 - 

 

報告第 25 号 

 

登米市教育委員会の教育行政に関する点検及び評価について 

 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第１項

の規定により、登米市教育委員会の教育行政に関する点検及び評価の結果を別冊のと

おり報告する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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議案第 62 号 

     

登米市立学校設置条例の一部を改正する条例について 

 

登米市立学校設置条例（平成17年登米市条例第77号）の一部を次のとおり改正する

ものとする。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市立学校設置条例の一部を改正する条例 

登米市立学校設置条例（平成 17 年登米市条例第 77 号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第１号の表中 

「    

 米谷小学校 登米市東和町米谷字越路 75 番地 

 を 錦織小学校 登米市東和町錦織字山居沢 15 番地 

米川小学校 登米市東和町米川字東綱木 31 番地 

   」 

「    

 東和小学校 登米市東和町米谷字細野 35 番地  に 

   」 

改める。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 63 号 

     

登米市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例に    

ついて 

 

登米市障害児就学指導委員会条例（平成17年登米市条例第244号）の一部を次のよ

うに改正するものとする。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例 

登米市障害児就学指導委員会条例（平成 17 年登米市条例第 244 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

題名を次のように改める。 

登米市障害児就学支援委員会条例 

第１条第１項中「就学指導に」を「就学支援に」に、「登米市障害児就学指導委員

会」を「登米市障害児就学支援委員会」に、「「指導委員会」」を「「支援委員会」」

に改め、同条第２項中「指導委員会」を「支援委員会」に改める。 

第２条第１項、第４条第１項及び第２項、第５条並びに第６条第１項中「指導委員

会」を「支援委員会」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に登米市障害児就学指導委員会（以下「旧委員会」という。）

の委員である者は、改正後の登米市障害児就学支援委員会条例（以下「新条例」と

いう。）第２条第２項の規定により登米市障害児就学支援委員会（以下「新委員会」

という。）の委員に任命されたものとみなす。この場合において、当該委員の任期

は、新条例第３条第１項の規定にかかわらず、旧委員会の委員としての残任期間に

相当する期間とする。 

３ この条例の施行の際現に旧委員会の委員長又は副委員長の職にある者は、新条例

第４条第１項の規定により新委員会の委員長又は副委員長に互選されたものとみな
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す。 

（登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平成 17

年登米市条例第 48 号）の一部を次のように改正する。 

別表中 

「    「    

 障害児就学指導

委員会 

会長 
 を 

 障害児就学支援

委員会 

委員長 
 に 

 委員 委員 

   」    」 

改める。 
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議案第 64 号 

     

登米市児童活動センター条例の一部を改正する条例について 

 

登米市児童活動センター条例（平成20年登米市条例第３号）の一部を次のとおり改

正するものとする。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市児童活動センター条例の一部を改正する条例 

登米市児童活動センター条例（平成 20 年登米市条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第２条の表米谷児童活動センターの項を次のように改める。 

東和児童活動センター 登米市東和町米川字六反 55 番地１ 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第 65 号 

     

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号    

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個    

人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例について    

 

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年登米市条例第

42号）の一部を次のとおり改正するものとする。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正

する条例 

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成 27 年登米市条例第

42 号）の一部を次のように改正する。 

題名を次のように改める。 

登米市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用に関する条例 

第１条中「及び法第 19 条第 11 号の規定に基づく特定個人情報の提供」を削る。 

第３条中「及び特定個人情報の提供」を削る。 

第５条を削り、第６条を第５条とする。 

別表第１の４の項を削る。 

別表第２の１の項中「生活保護法」を「生活保護法（昭和 25 年法律第 144 号）」に

改め、同表の４の項を削る。 

別表第３を削る。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 66 号 

     

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  行政情報機器購入（内部情報系・ノート型ＰＣ） 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ６１，８６０，９２０円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字中江三丁目５番地１ 

株式会社 ヤマサ 

代表取締役 佐藤 政寛 
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議案第 67 号 

     

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  登米市立学校校務系パソコン購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ３５，５７５，９８０円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市迫町佐沼字中江四丁目１３番地３ 

有限会社 川内事務機 

代表取締役 猪股 育夫 

 

 



- 28 - 

 

議案第 68 号 

     

財産の取得について 

 

次のとおり財産を取得することについて、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96

条第１項第８号及び登米市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（平成17年登米市条例第73号）第３条の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

１ 契 約 の 目 的  災害対応特殊救急自動車購入 

２ 契 約 の 方 法  指名競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ２９，１１７，０００円 

４ 契約の相手方  宮城県登米市中田町石森字本町３８番地１ 

日産プリンス宮城販売株式会社 中田店 

店長 佐々木 真一 
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認定第１号 

     

令和５年度登米市一般会計歳入歳出決算認定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市一般会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第２号 

     

令和５年度登米市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定    

について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第３号 

     

令和５年度登米市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認    

定について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付す 

る。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第４号 

     

令和５年度登米市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ    

ついて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市介護保険特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第５号 

     

令和５年度登米市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につ    

いて 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市土地取得特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第６号 

     

令和５年度登米市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算認定    

について 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第３項の規定により、令和５年度登米

市宅地造成事業特別会計歳入歳出決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第７号 

     

令和５年度登米市水道事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和５年度

登米市水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第８号 

     

令和５年度登米市下水道事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和５年度

登米市下水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第９号 

     

令和５年度登米市病院事業会計決算認定について 

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和５年度

登米市病院事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     
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認定第 10 号 

     

令和５年度登米市老人保健施設事業会計決算認定について    

 

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第30条第４項の規定により、令和５年度

登米市老人保健施設事業会計決算を監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。 

 

 

  令和６年９月10日提出 

 

                    登米市長 熊 谷 盛 廣     

 

 

 

 



 


